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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 11月 12日 (2003.11.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） に て 区 切 ら れ た 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） と 、
　 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） に 接 続 さ れ た 反 射 ダ ク ト （ ４ ） で あ っ て 、 該 拡 声 器 チ ャ ン バ を
該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ の 外 側 の 空 間 に 接 続 す る 反 射 ダ ク ト （ 4） と 、
　 該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） に 取 り つ け ら れ た 少 な く と も １ つ の 拡 声 器 ユ
ニ ッ ト （ ３ ） で あ っ て 、 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 区 切 る 構 造 の 一 部 分 を 形 成 す る 少 な く
と も 一 つ の 拡 声 器 ユ ニ ッ ト （ 3） と 、 を 備 え る 低 音 用 反 射 拡 声 器 構 造 で あ っ て 、
　 該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） は 、 両 端 を 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 形 成 す る
よ う に 閉 じ ら れ た 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） を 有 し 、
　 該 反 射 ダ ク ト （ 4） は 、 螺 旋 構 造 （ 1） の 外 周 上 に 少 な く と も 部 分 的 に 形 成 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
　 該 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） が 両 端 を 切 妻 要 素 （ 2、 8） に て 区 切 ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
　 該 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） が カ ー ス ト 構 造 の 部 分 内 に （ 一 部 と し て ） 形 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ４ 】
　 該 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 が 、 全 体 が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 外 周 上 に 配 置 さ れ た 反 射 ダ ク ト （ 4
） を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ５ 】
　 該 反 射 ダ ク ト （ 4） が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 幅 と 等 し い 幅 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 、 ２ 、 ３ 、 或 い は ４ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ６ 】
　 該 切 妻 要 素 （ 2、 8） が 平 行 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 、 ４ 、 或 い
は ５ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ７ 】
　 該 切 妻 要 素 （ 2、 8） が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 縦 軸 に 対 し て 垂 直 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 、 ４ 、 ５ 或 い は ６ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。



【 請 求 項 ８ 】
　 該 螺 旋 構 造 （ 1） が 少 な く と も 一 つ が 損 失 層 か ら 成 る 積 層 構 造 か ら 製 造 さ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 、 ４ 、 ５ 、 ６ 、 或 い は ７ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 ９ 】
　 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） を 用 い て 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 形 成 す る ス テ ッ
プ と 、
　 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） に 、 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ の 外 側 の
空 間 に 接 続 す る 反 射 ダ ク ト （ 4） を 接 続 す る ス テ ッ プ と 、
　 該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） 上 に 、 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 区 切 る 構 造 の
一 部 分 を 形 成 す る 少 な く と も 一 つ の 拡 声 器 ユ ニ ッ ト （ 3） を 取 り 付 け る ス テ ッ プ と 、 を 含
む 低 音 用 反 射 拡 声 器 構 造 を 製 造 す る 方 法 で あ っ て 、
　 該 拡 声 器 エ ン ク ロ ー ジ ャ 構 造 （ 1、 2、 8） は 、 両 端 を 該 拡 声 器 チ ャ ン バ （ 7） を 形 成 す る
よ う に 閉 じ ら れ た 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） か ら 形 成 さ れ 、
　 該 反 射 ダ ク ト （ 4） は 、 螺 旋 構 造 （ 1） の 外 周 上 に 少 な く と も 部 分 的 に 形 成 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 該 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） が 両 端 を 切 妻 要 素 （ 2、 8） に て 閉 じ ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ９ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 該 湾 曲 螺 旋 構 造 （ 1） が カ ー ス ト 構 造 の 部 分 内 に （ 一 部 と し て ） 形 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ９ 記 載 の 拡 声 器 構 造 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 該 反 射 ダ ク ト （ 4） の 全 体 が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 外 周 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ９ 、 １ ０ 、 或 い は １ １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 該 反 射 ダ ク ト （ 4） が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 幅 と 等 し い 幅 を 有 す る よ う に 設 計 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ９ 、 １ ０ 、 １ １ 、 或 い は １ ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 該 切 妻 要 素 （ 2、 8） が 平 行 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 、 １ ０ 、 １ １ 、 １ ２
、 或 い は １ ３ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 該 切 妻 要 素 （ 2、 8） が 該 螺 旋 構 造 （ 1） の 縦 軸 に 対 し て 垂 直 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ９ 、 １ ０ 、 １ １ 、 １ ２ 、 １ ３ 或 い は １ ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 該 螺 旋 構 造 （ 1） が 少 な く と も 一 つ が 損 失 層 か ら 成 る 積 層 構 造 か ら 製 造 さ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ９ か ら １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
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